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参考資料 各種様式 

本要領で示す各種様式のうち高等学校等就学支援金交付金に関する様式については、交付要綱

において示すものが正式なものとなる。このため、本要領で示す様式についても、交付要綱に沿

って変更することがあり得るものである。 

 

※本要領で単に「法」、「令」、「規則」とあるのは、高等学校等就学支援金の支給に関する

法律、同法施行令及び同法施行規則を示す。 

※本要領で「e-Shien」とあるのは、文部科学省が提供する「高等学校等就学支援金事務処理シ

ステム」全体を指し、「オンライン申請システム」とあるのは、そのうち生徒等が申請等を

行うインターネット公開部分のシステムを指すものとする。 

 


